
【登録資格】
畜犬登録済みで、1年以
内に狂犬病予防接種を
受けていること

予防接種（各種ワクチン）
を受けていること

【施設利用料】
1日1匹当たり300円（3000円の年間フリーパスも販売予定）

【開園日時】
水曜、土曜、日曜、祝日（年末年始を除く）
9時～18時（冬季は17時まで）
※ドッグラン専用の出入り口から、必ずリードをつないで入
場してください。

「ドッグラン」とは、犬を放して自
由に遊ばせることができる専用の広
場のことです。本市ではえぼし岳高
原リゾートスポーツの里（烏帽子町
128番地）内に「ドッグラン・えぼし」
を整備し、オープンは本年8月の予定
になっています。皆さんに安心して
利用していただけるよう、スタッフ
が常駐し必要に応じてアドバイスし
ますので、お気軽にご利用ください。
利用する際には、犬の登録（有料）と
施設利用料が必要となりますので、
ご注意ください。
冗公園緑地課 緯24-1111
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市内に「ドッグラン」が整備されたと聞きました。いつから利用できるのか教えてください。

このページでは、市民の皆さんからの「お便り」「思い出の
1枚」などを紹介します。本紙への感想、佐世保市への思
いなど、たくさんの声をお寄せください。「思い出の1枚」
は、写真にまつわるお話と住所、氏名、電話番号を書いて
お送りください。「広報クイズ」も右記あてにどうぞ。

あて先

20

ご質問

回答

問題の○に当てはまる文字等をお答えください。ヒントは紙面の中にあります。

※応募は1人1通。全問正解者の中から抽選します。紙面の都合上、
発表は発送をもって代えさせていただきます。

動植物園では節目となる50周年を機に、名称を
「佐世保市亜熱帯動植物園」から「西海国立公
園○○○○動植物園」に変更しました。

結核の初期症状は風邪とよく似ています。せ
きやたんが○週間以上続いたら、結核を疑って
早めに医療機関を受診してください。

地デジに便乗した詐欺が発生しています。地
デジの対応で国や市、放送事業者がお金を請求
することは○○○○○。

4月号の答え
①消防局 ②時旅 ③広場
3月号の応募状況
231通（正解202通・不正解28通・無効1通）
はがき185通・Eメール46通

応募方法

はがきまたはEメールに、①答え②住所③氏名④年齢⑤電話
番号⑥広報紙へのご意見を書いて、5月23日（月）までに（消
印有効）、広報係（あて先は上部）へお送りください。

※市政広報テレビ番組「みんなでつくるキラっ都させぼ」 3月放送分の答え=A・応募数=54通

問題3

問題2

問題1

ドッグラン・えぼし
（8月オープン）
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【出火原因：たばこ】

住宅内でたばこの不始末により出火。居住者は
就寝中だったが、警報音に気付き火煙を発見し、
避難することができた。

【出火原因：コンロ】

コンロの火を消し忘れたまま外出。現場付近を
通りかかった人が警報音に気付き通報した。早
期発見・通報により大事に至らずに済んだ。

【出火原因：たばこ】

住宅内でたばこの不始末により出火。1階にいた
居住者が2階の寝室で鳴っている警報音に気付き、
近隣の住民に通報と身体障がい者である家族の
救出を求めた。早期発見・通報・避難により大事
に至らずに済んだ。

【出火原因：火遊び】

住宅内で子どもの火遊びにより出火。警報音に
気付いた隣人が現場に駆け付け、子どもを無事
救出した。
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シリーズ佐世保の食②港街させぼの伝統グルメ

「海軍さんのビーフシチュー」

明治期から伝わる旧日本海軍ゆかりの佐世保名物
グルメです。佐世保とも縁のある東郷平八郎氏がイ
ギリス留学中に出会い、日本に伝えたと言われる
ビーフシチュー。市内の飲食店では、旧日本海軍の
レシピ本を基にアレンジを加え、オリジナルの「海軍
さんのビーフシチュー」を提供し、佐世保の名物と
なっています。レトルトや缶詰でも販売しています。
このシチューと「入港ぜんざい」を提供している飲
食店の情報は、パンフレットやSIGHTさせぼのホー

サイト

ムページ（http://www.sasebo99.com/）で見ること
ができます。ぜひお召し上がりください。
冗佐世保観光情報センター 緯22-6630（9時～18時）

付けとって良かったばいっ!

住宅用火災警報器
住宅火災による被害を最小限に食い止めるには、「住宅用火災警報器」を設置し、

少しでも早く火災に気付くことが重要です。大切な命を守るために必ず設置しま

しょう。ここでは、「警報器を設置していて良かった!」という事例を紹介します。

被害が深刻化しています！

イノシシにご注意ください

近年、イノシシによる農作物被害が深刻な問題と
なっています。住宅地にも出没するようになり、人的
被害を心配する声も多く聞かれます。住宅地への侵入
を防ぐため、次のことに気を付けてください。
①イノシシ（特に子どものイノシシ）に餌を与えない
②イノシシの餌になるような野菜のくずや生ごみは、
外に放置せず、きちんと処理する
③イノシシが農地や家庭菜園に進入しないよう対策を
講じる
④イノシシがすみつかないよう、山際の雑草や雑木を
刈り取る
⑤イノシシに遭遇したときは、退治しようとせず無視
してその場を離れる

※イノシシは一度安心して餌を食べた場所を一生覚え、
たびたび出没すると言われています。絶対に餌を与
えないでください。
※イノシシは本来臆病であり、人間が危害を加えない
限り、襲ってくることはないと言われています。落
ち着いて対処してください。

冗農業畜産課 緯24-1111

冗消防局予防課 緯23-9256

設置済ラベル

※すべての家庭で「住宅用火災警報器」の設置が義
務付けられています。設置したら必ず「設置済
ラベル」を外から目立つ場所に張りましょう。
ラベルの交付は、消防局予防課や最寄りの消防
署・出張所にお尋ねください。

事例1

事例2

事例3

事例4


